
 

 

 

 

商業の活性化を図るために、商店街等において、イベント開催等、販売促進につながる取り組みや事

業者の資質向上、商店街の魅力向上のために行う研修会の実施などに係る経費の一部を補助します。 

 

令和８年４月 商工労働課 

項 

目 
内           容 

補

助

対

象

者 

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。 

・ 市内の商工会議所、商工会、商店街振興組合、商店街（会）団体、事業者グループ（3事業

者以上）等であること。 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号第 2 条に掲げ

る営業）に該当しないこと。 

・ その他、市長が認めるもの 

対

象

事

業 

① 販売促進につながる事業やイベント（商いと結びついたイベントや買い物弱者対策等） 

② 商業の活性化を目的に事業の資質向上や商店の魅力向上のために開催する研修会、勉強

会、調査研究事業、消費者参加事業等。 

対

象

経

費

等 

対象経費は補助事業に係る経費となりますが、次の経費は対象となりませんのでご留意くだ

さい。  

① 事務所等の維持経費と認められるもの  

② 経常的な活動に要する経費と認められるもの  

③ 構成員による飲食を主たる目的とした会合等の当該食糧費  

④ 構成員に対する報酬等人件費  

⑤ 他の団体等又は他の団体等が行うイベント等への負担金補助及び交付金  

⑥ 補助事業により生じた利益等の分配金  

  

◆◇◆ 対象となる経費・ならない経費の例 ◆◇◆  

 経費項目  対象となる経費（例）  対象とならない経費（例）  

  

 

 

報償費・謝

礼 

賞品（景

品） 

・賞品等の総額は事業費総額の 2/5 以内 
 

謝礼  

・講師、出演者、専門的知識及び技術を要する者等

への謝礼等 

 

 

・補助対象者の構成員に対する人件費  

 

・弔慰金  

・商品券、図書券等の金券の購入費用 

 

・お土産など現金の代わりに渡す 

アルコール類  

旅費  ・講師、出演者、専門的知識及び技術を要する者等の

活動 場所までの交通費及び宿泊費の実費  

・研修、イベント等参加者の交通費 

及び宿泊費  

   

令和８年度 横手市商い賑わい創出事業補助金の概要 



・航空料金、鉄道料金、高速バス料金…実費相当額 

（最も経済的で合理的な経路により算出したものに限

ります。グリーン車、ビジネスクラス等の追加料金

部分は補助対象外です。） 

 

・高速道路料金…実費相当額  

・自家用車利用…単価 37 円/km（目安） ※レンタカ

ーの場合は、レンタカー代＋燃料費とし、交通費と

して計上しないこと。  

 

・補助対象者の構成員に係る交通費及び宿泊費 

（県外に限る） 

 ※宿泊費は 1人一泊につき 12,000 円を上限とし、 

朝食・夕食代については補助対象になりません。 

・国外への旅費  

・県内への旅費 

  

消耗品費  

 

・１品あたり１万円未満の物品（事務用品、資料作

成のためのコピー用紙などの消耗品）の購入費用  

 

・安全対策上必要と思われる水、お茶、スポーツド

リンク（炎天下での活動時など）  

・補助対象事業以外に使用する 

消耗品等の購入費用  

 
・比較的長く、その商品価値をとど 

めるもの、長期使用に耐えるもの 

の購入費用  

原材料費 
・試食会やイベント等で提供する食材や事業の遂行に

必要なものの購入費用 

 

食糧費  ・講師の食事代及び飲み物代  

・事業の打合せ、反省会等に要する 

飲食代  

 
・アルコール類  

印刷製本費  
・チラシ、パンフレット、ポスター等の印刷製本費  

・会議資料コピー代  
・補助対象事業以外に使用する印刷 

製本費  

広告料  ・補助対象事業の内容等を情報誌に掲載する費用  
  

使用料・賃借料  
・補助対象事業に要する機器等のリース料  

・イベント等の会場使用料  

・事務所として使用する施設使用料  

・施設の入場料、利用料  

保険料  ・イベント保険掛金、ボランティア保険掛金  ・参加者が任意で加入する保険料  

通信運搬費  

・補助対象事業に係る文書等を送付するための切手

代、宅配料  

 
・会場までの備品等の運搬を業者に依頼した場合の 

運搬費用  

・団体の事務所における通信に要 

する経費（電話、ファクス、イ 

ンターネット料金） 

  
・会場までの備品等を補助対象団体 

の構成員が運搬した場合の燃料費 

  
・補助対象者の構成員が備品等を運 

搬した場合の燃料費  

手数料  
・金融機関に支払う振込手数料  

・官公庁などの許可、届出に手数料  
  

その他   
・募金、寄附金  

・他団体への迂回助成  

  

※ この他、次のような経費も認められません。  

〇 事業の経費であっても、補助対象者の運営に関する経費と区別ができないもの。  

〇 領収書を添付できないもの。 

〇 広告宣伝費のみや交通費のみなど間接的な事業および備品や資産の購入。 

〇 その他、市が経費として認められないもの。 



補

助

金

額

等 

〇補助対象経費の 1/2以内。 

 取り組む事業によって上限額が異なります。事業ごとの上限額は以下の通りです。 

◆販売促進につながる事業：上限 30万円 

◆研修などを開催する事業：上限 20万円 

 

※ 継続事業は、前年の課題を明確にし、それを解決する事業計画を対象とします。また、継続

5 年目以上の事業については、補助対象経費の 1/3 以内、上限 20 万円とし、継続 8 年目ま

でを補助対象とします。 

※ 千円未満は切捨てとします。 

※ 申請は１団体につき年度内 1回とします。 

審

査

項

目 

項目 審査基準 

公益性・ニーズ 

⚫ 少子高齢化、安全安心等、地域の課題を踏まえ、商店街等

に賑わいを創り出し、市民や地域のニーズを的確に捉え

た事業であること 

⚫ 商業環境の変化により新たな対応を迫られている等事業

実施のニーズが高いこと 

計画性・実現可能性 

⚫ 集客力が見込まれ、地域商業活性化の効果が高いこと 

⚫ 一過性の取組でなく、継続的発展に向けた展望があるこ

と 

魅力向上性 
⚫ 経済の発展を推し進め、全国に向けた情報発信や販路拡

大につながること 

事業主の意欲 

⚫ 事業の目的・目標・効果が明確で、地域に密着したもので、

独自性が高いこと 

⚫ 事業主の意欲が高いこと 

提

出

書

類 

申請者は、補助対象事業に着手する前に「横手市商い賑わい創出事業補助金交付申請書」と以下

の書類を商工労働課に提出してください。 

1. 事業計画書  

2. 構成員名簿 

3. その他事業に係る写真やチラシなど実績がわかるもの（継続事業のみ）など。 

4. 誓約書 

申請様式は、ホームページからダウンロードし作成してください。 

募

集

期

間 

 

令和８年４月１日から令和９年１月２９日まで 

 

 
申請締切 事業着手 審査会 

１回目 令和８年４月１０日 審査会にて採択後  令和８年４月中旬 

２回目以降 
令和８年４月２０日 

～令和９年１月２９日 

審査会にて採択後 随時 

※期間内に予算上限に達した場合はこの限りではありません。 

 

そ 

の 

他 

・ 当該事業の実施にあたり、他の補助制度（国・県も含む）の交付を受けた場合は、交付の対

象となりません。 

・ 同一の会場、日時で開催される複数の事業は、補助金の申請については一つの事業とみなし

ますのでご注意ください。 

・ 必要に応じて現地調査を行います。 

・ 補助事業は年度内に完了するものが対象となります。 



補助金申請から交付までの流れ 
 

横手市役所商工労働課 

① 申請 

事前に商工労働課へご相談の上、商い賑わい創出事業補助金交付申請書に記入し、

必要書類を添えて提出してください。 

※ 受付は土、日、祝日を除きます。 

② 審査会 

 

申請内容について、審査会において申請団体等の担当者からご説明いただきます。 

当日は、申請書の内容をもとに事業概要をご説明いただき、その後、審査員との質

疑応答を行います（説明時間１０分・質疑応答１０分程度を予定しています）。 

審査にあたっては、審査基準に基づき総合的に評価します。 

 

③ 交付決定 補助金審査会にて、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知いたします。 

④ 事業の着手 
補助金の交付決定を受けてから事業着手してください。 

※交付決定前に着手したものにつきましては交付対象になりません。 

⑤ 実績報告 

 

事業終了後、代金の支払いが済みましたら、商い賑わい創出事業補助金実績報告書

に記入し、以下の必要な書類を添えて提出してください。 

 

〇実績報告に必要な書類等 

1. 実績報告書 

2. 収支決算書 

3. 領収書の写し（宛名は申請者名と一致するようにしてください）や 

口座振替記録（支払いが完了したと判断できる書類） 

4. 現場写真・チラシ（イベント等の様子がわかる写真や制作したチラシなど実績

がわかるもの。） 

 

⑥ 補助金の 

交付 
実績報告書の内容を審査した後、申請者の口座へ補助金を振り込みます。 

 

当該補助金の概要及び申請書兼実績報告書等の書類については、横手市ホームページに掲載しており

ます。以下のページ番号を横手市ホームページの「ページ ID 検索欄」に入力もしくは二次元コードを

読み取るとご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

問合先（平日 8時 30分～17時 15分） 
〒013-8601 秋田県横手市中央町 8番 12号（かまくら館 5階） 

横手市役所商工観光部商工労働課商業振興係 

TEL:0182-32-2115 FAX:0182-32-4021 

E-mail:shoko@city.yokote.lg.jp 

 

 

商い賑わい創出事業のページ番号：1004477 


